
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－注意事項－ 
 

 

◆大学からの連絡について 

申請受付後に書類不備や確認が必要な事項が判明した場合、追加で書類の提出

等を指示することがありますので、以下の連絡先を事前に登録し、大学からの

連絡には、速やかに対応してください 

 

（学生支援課学生支援係） 

TEL：0134-27-5245 

メールアドレス：g-shien@office.otaru-uc.ac.jp 
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2023 年度  

日本学生支援機構貸与奨学金 

在学採用申込のしおり 



Ⅰ．日本学生支援機構貸与奨学金の制度概要  

 

日本学生支援機構貸与奨学金は、卒業後に返還が必要な奨学金で、利子の付かない第一

種奨学金と、利子の付く第二種奨学金があります。これらとあわせて入学時の一時金とし

て貸与する入学時特別増額貸与奨学金（利子付）があります。  

 

貸与奨学金は学生自身が「借りる」ものであり、卒業後の返還義務も学生自身にありま

すので、申込みにあたっては、返済時の負担を十分考慮し、適切な金額を選んで申し込ん

でください。 

 

1. 貸与奨学金の種類 

奨学金の種類 利子 貸与の方法 

第一種奨学金 無利子 毎月の奨学金 原則として月に１回振込 

第二種奨学金 有利子 毎月の奨学金 原則として月に１回振込 

入学時特別増額貸与奨学金 有利子 一時金 
上記の奨学金の初回振込時

に増額して 1回のみ振込 

 

2. 貸与可能額 

種類 自宅通学 自宅外通学 

第一種 

奨学金 

最高月額 45,000 円 51,000 

最高月額以外の月額 
30,000 円 

20,000 円 

40,000 円 

30,000 円 

20,000 円 

第二種奨学金 月額 
20,000～120,000円 

（1万円単位で選択可能） 

入学時特別増額貸与奨学金 
100,000 円～500,000円 

（10万円単位で選択可能） 

   

  ※最高月額は、併用貸与の家計基準に該当する場合のみ利用できます。 

   （家計基準については、奨学金案内の P11をご確認ください） 

  ※貸与月額については、所定の手続きを行うことで、在学中に変更可能です。 

 

 

 

 

  



3. 選考基準 

（１）学力基準 

 

種類 項目 基準 

第一種 

奨学金 

2023年度 

入学者 

次の①～③のいずれかに該当すること 

①高等学校等の評定平均値が ３．５以上 

②高等学校卒業程度認定試験合格者 

③家計支持者（父母、父母がいない場合は代わって家計を支えている

人）の住民税（所得割）が非課税である者、生活保護受給世帯の者

又は社会的養護を必要とする者であって次のアまたはイのいずれ

かに該当する者 

ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学

習成績を修める見込みがあること。 

イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込があること。 

2022年度 

以前入学者 

次の①～②のいずれかに該当すること 

①前年次までに標準修得単位数以上の単位を修得しており、且つ評定

平均値が学年の上位 1/3以内 

②家計支持者（父母、父母がいない場合は代わって家計を支えている

人）の住民税（所得割）が非課税である者、生活保護受給世帯の者

又は社会的養護を必要とする者であって次のアまたはイのいずれ

かに該当する者 

ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学

習成績を修める見込みがあること。 

イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込があること。 

第二種

奨学金 

2023年度 

入学者 

入学者平均水準以上の学力があること 

（本学入学を以て可とする） 

2022年度 

以前入学者 
前年次までに標準修得単位数以上の単位を修得していること 

 

 

申請 

年次 

前年次までに修得している必要が

ある単位数（標準修得単位数） 

「評定平均値上位 1/3以内」の目安（※） 

[第一種奨学金申請者のみ判定対象] 

２年次 ３１ 3.05以上 

３年次 ６２ 2.81以上 

４年次 ８７ 2.89以上 

※令和４年度における基準を目安として記載（令和５年度の基準は現時点で未定） 

 

 



（２）家計基準 

種類 基準 

第一種奨学金 

①、②のどちらかに該当すること 

①申込時の生計維持者の年収・所得金額等から特別控除額等を差し引いた

金額が世帯人数ごとに設定された収入基準額（※１）以下であること。 

②生計維持者の住民税が非課税である者、生活保護受給世帯の者又は社会

的養護を必要とする者のいずれかであること。 

第一種奨学金 
申込時の生計維持者の年収・所得金額等から特別控除額等を差し引いた金

額が世帯人数ごとに設定された収入基準額（※１）以下であること。 

 

（※１）日本学生支援機構貸与奨学金案内の P11に記載しております。 

 

詳細については、貸与奨学金案内 P10～11 に記載されておりますので、各自よく確認し

てください。 

 

日本学生支援機構「奨学金貸与・返還シミュレーション」により、奨学金の種類、貸与

月額、利率などさまざまな条件で、将来の返還額や返還回数の試算ができます。申請を検

討する際の参考にしてください。 

 

【奨学金貸与・返還シミュレーション https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/ 

 

 

Ⅱ．給付奨学金受給中の第一種奨学金貸与月額の調整について 

 

日本学生支援機構給付奨学生のうち、第一種奨学金の貸与を受けている人は、以下表の

とおり現在の貸与月額から減額又は増額されることがあるので注意してください（第一種

奨学金の貸与月額が調整（減額又は増額されることを「給付奨学金確認書」において承諾

することになります）。 

 

給付奨学金採用区分 

第一種奨学金貸与月額 

自宅通学 自宅外通学 

第Ⅰ区分 ０円 ０円 

第Ⅱ区分 ０円 ０円 

第Ⅲ区分 
20,300 円 

（25,000円） 
13,800 円 

（）内は生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必須とする

人で児童養護施設等から通学する者 

 



 

Ⅲ．保証制度について 

 

保証制度には「機関保証制度」と「人的保証制度」の２つがあり、奨学金の貸与を受け

る本人が、申込時にいずれか一方を選択する必要があります。 

 

 機関保証 人的保証 

概要 

保証機関（公益財団法人日本国際教

育支援協会）に保証を依頼し、連帯

保証を受ける制度 

連帯保証人及び保証人として機構が定

める条件を満たす人に自ら依頼し、奨

学金の返還について連帯保証人及び保

証人を引き受けてもらう制度 

奨学金を 

受けるために

必要な手続き 

一定の保証料の支払い（※１） 

（金額は奨学生案内 P53～55をご確

認ください） 

・連帯保証人及び保証人（※２）の選任 

・必要書類（印鑑登録証明及び所得証

明等）の提出 

保証制度 

変更の有無 
人的保証への変更不可 条件を満たせば機関保証へ変更可能 

（※１）毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引かれた金額が奨学生の口座に振り

込まれます。 

（※２）採用後、連帯保証人及び保証人の署名、押印（実印）、印鑑登録証明書等が必要

になりますので、申込時点で必ず了承を得てください。  

また、保証人は４親等以内及び年齢が 65才未満であることが条件です。見つけら

れない場合は、無理をせず機関保証を選択してください。  



 

Ⅳ．申請方法 

 

【申請方法概要】※詳細は次ページ以降で案内しています。 

① 日本学生支援機構貸与型奨学金への申し込み 

→（②-a）必要書類の取り寄せ 

 →（②-b）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書の記入 

  →（②-c）「スカラネット入力下書き用紙」の記入 

     →（②-d）スカラネットへの入力 

      →（②-e）マイナンバー提出書の作成 

 

② 必要書類の提出 

受付期間 

（大学への提出期限） 

マイナンバー 

必着期限 
初回振込日 

4月 3日（月）～4月 24日（月） 4月 30日（日） 6月 9日（金） 

4月 25日（火）～5月 24日（水） 5月 31日（水） 7月 11日（火） 

 

【日本学生支援機構への提出物】 

   ・マイナンバー提出書（スカラネット入力後１週間以内に郵送） 

 

 【大学への提出物】 

  （全員が対象） 

   ・確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

   ・スカラネット下書き用紙 

   ・奨学金振込口座の通帳コピー 

（該当者のみ対象） 

   ・社会的養護を必要とすることを示す書類 

   ・在留資格及び在留期間が明記さている証明書 

   ・特別控除に関する証明書類 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

①日本学生支援機構貸与型奨学金への申し込み 

 

（②-a）必要書類の準備 

  以下２点が必要となります。 

・貸与奨学金案内 

・マイナンバー提出書のセット 

学生センター内学生支援係窓口で受領するか、郵送での受領を希望する者は、以下の要

領で「返信用封筒」を学生支援係に送ってください。 

※確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書、スカラネット下書き用紙は奨学金案

内に同封されています。 

 

【要領】 

「角形 2号封筒」を用意し、住所・氏名を記入し、210円切手を貼って、別の封筒に入れ

て以下の宛先まで郵送してください。 

（宛先）〒047-8501 小樽市緑 3丁目 5番 21号 

小樽商科大学 学生支援課学生支援係 宛 

※封筒の表に『貸与奨学金必要書類希望』と朱書きで記載してください。 

 

  

（②-b）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書の記入 

 「貸与奨学金案内」の巻末に用意されておりますので、記入例を参考に記入してくださ

い。 

 

 

（②-c）「スカラネット入力下書き用紙」の記入 

 インターネットで申込みを行う前に、入力に必要な情報をあらかじめ「給付奨学金案内」

の P16 と P17 の間に挟み込まれている「スカラネット入力下書き用紙」に記入してくださ

い。 

 

なお、大学の郵便番号・住所を記入する箇所がありますが、以下のとおり記入してくだ

さい。 

 〒047-0034 北海道小樽市緑３丁目５番２１号 

 ※047-8501ではエラーが出ます。 

 

（②-d）スカラネットへの入力 

  ■日本学生支援機構「スカラネット」：https://www.sas.jasso.go.jp 

 

スカラネットの入力には、「識別番号」の ID及び PWが必要です。 

manaba にログインの上、以下のページをご確認ください。 

 

manaba > 「2023 年度 学内掲示板」コース > コースコンテンツ > 

経済支援に関すること > 令和５年度 日本学生支援機構奨学金 識別番号 

 



 

続いて、スカラネットにアクセスし、「奨学金申込へ」のボタンを押してください。 

上記の「識別番号（ユーザ ID・パスワード）」を入力してログイン後、「スカラネット

入力下書き用紙」を見ながら、データを入力してください。 

最後に「受付番号」が表示されますので、「スカラネット入力下書き用紙」１ページ目

の「受付番号」欄に記入してください。 

※後述するマイナンバー提出書に記入しますので、忘れずにメモしてください。 

 

（②-e）マイナンバー提出書の作成 

 奨学金の申し込みにはマイナンバーの提出が必要です。本学から配付もしくは返送され

る「マイナンバー提出書のセット」に同封されている「マイナンバー（個人番号）の提出

方法」を確認の上、作成してください。 

 

※マイナンバーを提出できない生計維持者がいる場合（該当者のみ） 

 別途収入状況を確認するための証明書類等の提出が必要です。該当する方は学生支援係

までご連絡ください。 

 

 

③必要書類の提出 

 

受付期間 

（大学への提出期限） 

マイナンバー 

必着期限 
初回振込日 

4月 3日（月）～4月 24日（月） 4月 30日（日） 6月 9日（金） 

4月 25日（火）～5月 24日（水） 5月 31日（水） 7月 11日（火） 

  ※郵送の場合、上記期限＜必着＞ですので、ご注意ください。 

 

【日本学生支援機構への提出物】 

 ・マイナンバー提出書（スカラネット入力後１週間以内に郵送） 

 

【大学への提出物】 

 （全員が対象） 

 ・確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

 ・スカラネット下書き用紙 

 ・奨学金振込口座の通帳コピー 

   

（該当者のみ対象） 

・社会的養護を必要とすることを示す書類 

 ・在留資格及び在留期間が明記さている証明書 

※申込みができる在留資格につきましては、「貸与奨学金案内」の P9～10で 

確認してください。 

・特別控除に関する証明書類 

 ※「貸与奨学金案内」の P39を参照の上、準備してください。 


